
 

ボボランティア活動中におこるさまざまな事故を補償し、ボランティアの方々が安心し

て活動に取り組んでいただける保険として、社会福祉協議会が加入窓口となっていま

す。保 

 ボランティア活動保険 

 ボランティア行事用保険 

 福祉サービス総合補償  

 送迎サービス補償  

 ふれあいサロン・社協行事傷害補償 

詳細については、加賀市社会福祉協議会へご確認ください。 

※その他、全国社会福祉協議会が運営する専用ホームページ（ふくしの保険）でも

ご確認いただけます。（ふくしの保険  http://www.fukushihoken.co.jp/） 

http://www.fukushihoken.co.jp/

